
青森市工事種類別等級の決定に関する要領 

 

この要領は、青森市競争入札参加資格等に関する規則（平成１７年青森市規則第１６１号）の

規定による建設工事の種類ごとの等級の決定に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第１ 客観点 

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定により国土交通大臣又

は都道府県県知事が行った審査（以下「経営事項審査」という。）の結果、同法第２７条の２

９第１項の規定により通知を受けた総合評定値を客観点とする。 

 

第２ 主観点 

次に掲げる各項目の点数の合計値を主観点とする。 

⑴ 青森市の発注工事に係る工事成績 

令和６年１月１日から令和７年１２月３１日までに引き渡しを受けた青森市の発注工

事に係る完成工事検査の結果得られた総合評定点数の平均値に応じ、次のとおり加点又は

減点する。 

この場合において、当該加点又は減点する点数に１点未満の端数があるときは、これを

切り捨てるものとする。 

平均値 点数 

７５点以上 （平均点－７５）×５ 

６５点以上７５点未満 ０ 

６５点未満 （６５－平均点）×（－５） 

⑵ 障害者の雇用状況 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）の規定により、障害

者の雇用状況を報告する義務のある者が法定雇用率を満たしている場合、又は当該義務の

ない者が障害者を雇用している場合は１０点加点する。 

⑶ 青森市民の雇用状況 

青森市民の雇用人数が５０人以上である場合は２０点、２０人以上５０人未満である場

合は１５点、１０人以上２０人未満である場合は１０点加点する。 

⑷ 応援協定の締結状況 

青森市との間に応援協定を締結している場合（所属する団体が締結している場合も含

む。）は１０点加点する。 

⑸ 環境に対する取り組み状況 

エコアクション２１の認証・登録がある場合は５点加点する。ただし、経営事項審査に

おいてエコアクション２１又はISO14001の認証・登録がある者として加点評価されている

場合を除く。 

⑹ 協力雇用主の登録・雇用実績 

協力雇用主として青森保護観察所に登録している場合は５点、協力雇用主として直近２

年間に保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を雇用した実績がある場合は１０点加点する。 

⑺ 除排雪業務の実績 

令和６年度又は令和７年度において、市管理道路の除排雪業務の実績がある場合は２０

点、青森市内における国、青森県管理道路の除排雪業務の実績がある場合は１０点加点す

る。 

 



第３ 等級決定基準 

等級は、客観点と主観点とを合計した総合点を等級決定基準表（別表）に当てはめ決定する。 

ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める等級とする。 

⑴ 土木一式工事の特Ａ等級又はＡ等級に格付けされるべき点数を有する者（青森市内に本店

を有する者に限る。）が、一級技術者を２人以上雇用していない場合 Ｂ等級 

⑵ 土木一式工事のＢ等級に格付けされるべき点数を有する者（青森市内に本店を有する者に

限る。）が、一級技術者を雇用していない場合 Ｃ等級 

⑶ 建築一式工事のＡ等級に格付けされるべき点数を有する者（青森市内に本店を有する者に

限る。）が、一級技術者を雇用していない場合 Ｂ等級 

⑷ 経営事項審査による経営規模等評価の結果、完成工事高の平均が５００万円に満たない場

合 Ｅ等級 

⑸ 経営事項審査を受けていない場合 Ｅ等級 

 

附 則 

（実施期日） 

この要領は、平成２４年３月２２日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

この要領は、平成２６年３月３１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

この要領は、平成２８年３月３１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

この要領は、平成３０年３月２７日から実施する。 

  附 則 

（実施期日） 

この要領は、令和２年３月２６日から実施する。 

  附 則 

（実施期日） 

この要領は、令和４年３月２３日から実施する。 

  附 則 

（実施期日） 

この要領は、令和６年３月２２日から実施する。 

  附 則 

（実施期日） 

この要領は、令和８年３月２３日から実施する。  



別表

業種

等級

総合点

960点以上

総合点 総合点 総合点 総合点 総合点 総合点 総合点

960点未満

845点以上

845点未満 980点未満 790点未満 830点未満 900点未満 860点未満

765点以上 750点以上 710点以上 690点以上 725点以上 700点以上

765点未満

675点以上

Ｄ 675点未満

業種
等級

等　級　決　定　基　準　表

1　市内に本店を有する者

土木一式工事 建築一式工事
とび･土工・
コンクリート

工事
電気工事 管工事 ほ装工事 解体工事 その他の工事

Ｂ 775点未満

特Ａ

Ａ 980点以上 790点以上 830点以上 900点以上

700点未満

860点以上 775点以上 300点以上

Ｃ 750点未満 710点未満 690点未満 725点未満

Ｅ 完成工事高の平均が５００万円未満の者及び経営事項審査を受けていない者

完成工事高の平均が５００万円未満の者及び経営事項審査を受けていない者Ｅ

2　市外又は県外に本店を有する者

すべての業種

Ａ 総合点が３００点以上の者


